
訪問看護重要事項説明書 

（令和 7 年 6 月１日現在） 

 
1 丸山荘病院訪問看護ステーション概要 
（１）提供できるサービスの地域 

事業者名称 丸山荘病院訪問看護ステーション 

所在地 
茨城県石岡市柿岡柿岡3787 

 

介護保険指定番号 0860590140 

法人種別 医療法人 

代表者 館脩一郎 

電話番号 0299-43-0079 

サービスを提供する地域 石岡市を中心とした茨城県全域 

 
（２）職員体制と職務内容 

職種 資格 常勤 非常勤 職務内容 計 

管理 看護師 1名  従事者の管理及び業務の
一元的な管理 1名 

訪問看護 看護師 3名 2名 訪問看護サービスの提供 5名 

 

 

2 事業の目的と運営方針 
（１）事業の目的 

丸山荘病院訪問看護ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、
利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的
とする。 

（２）運営方針 
当事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りそ
の居宅において、自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮して、そ
の療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 

 

3 事業所窓口の営業日及び営業時間 
 
（１）営業日・時間 

営業日 月曜日から日曜日までとする。 

休日 12月31日～1月3日 

 
 



（２）サービス提供時間 

サービス提供時間 
営業日・営業時間帯に関わらず、24 時間体制を取って
おりますので、緊急時などは時間外でも訪問いたしま
す。ただし、時間外の場合には利用料が異なります。 

 

４ サービス提供内容 

① 利用者の状態把握 

② 療養上のケア・処置 

③ 利用者・家族への指導 

④ 服薬管理 

⑤ その他要望などは要相談 

 
５ 利用料金 

(１)利用料として、介護保険法第４１条に規定する居宅介護サービス費の支給

対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。   

(２)利用者は訪問看護ステーションに規定料金表(別紙)に定めた訪問看護サー

ビスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要にな

った費用を支払うものとします。 

 

 

 

 

６ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支

払い方法について 

① 利用料、利用者負担額 

（介護保険を適用する場合）

その他の費用の請求方法等 

利用料利用者負担額（介護保険を適用する場

合）及びその他の費用の額はサービス提供ごと

に計算し、利用月ごとの合計金額により請求い

たします。 

② 利用料、利用者負担額 

（介護保険を適用する場合） 

その他の費用の支払い方法等 

原則として現金支払いでお願いいたします。 

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如

何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず

保管されますようお願いします。(医療費控除の

還付請求の際に必要となることがあります。) 

※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払

いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３０日以上

遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払

いいただくことがあります。 

 

 

 



７ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

医師、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等からサービス利用

のご相談、ご依頼があった場合、サービス開始前に当事業所職員が、ご

自宅へお伺いいたします。 契約締結後、医師の指示及び居宅サービス計

画書に基づき訪問看護計画書を作成し、サービス提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望される場合は、いつでもお申し出ください。 

 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場

合がございます。その場合は、終了１ヵ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します） 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、[自立]

と認定された場合 

・ 利用者が亡くなられた場合 

④ その他 

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した

場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、

または当事業 所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによ

って即座に契約を解約することができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、または利用者や

ご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当事業所より文書で通知するこ

とにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

・ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または中止す

ることがあります。 

・ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。

その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかに

なった場合、速やかに事業所に申告してください。 

・ 気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害

などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したときに

は、事業者からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする場合

があります。 

 

 



８ 緊急事態の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせによ

り、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。 

主治医 

医療機関  

主治医名  

電話  

ご家族 
氏名  

電話番号  

９ 事故発生時の対応方法について 

・利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町

村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

・訪問看護のサービス提供に伴い事業者は損害賠償補償制度に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

訪問看護の提供開始にあたり、利用者（但し利用者が判断能力に障害がみら 

れる場合においては、家族・成年後見人との契約となる）に対して契約書及

び本書面に基づいて重要な事項を説明しました 。 

 

令和  年  月  日 

名称 丸山荘病院訪問看護ステーション 

事業者 所在地 茨城県石岡市柿岡 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項 

の説明を受けました。 

 

令和  年  月  日 

利用者 住所 

 

氏名                     印 

 

代理人 住所 

 

氏名                     印 


